
（令和７年３月３１日現在）

契約の相手方 契約の名称（工事・ 概要 随意契約とした理由及び

（住所、会社名、代表者） 業務名等）及び番号 (工事・業務等概要） 契約の相手方の選定理由

1 教育総務課

京都府木津川市山城町上狛巽
町51番地

京阪奈電気工事株式会社
代表取締役　久米明剛

州見台小学校高圧引込方式変
更に伴う電気設備工事
6-教-4

電気
高圧引込方式変更に伴う電
気工事

令和6年4月26日
～

令和6年10月31日
2,632,300 2,771,000

①地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により
随意契約とする。
②停電を伴う工事のため学校運営に支障のない夏
季休業中の施工が必要で高圧ケーブル等の使用材
料を早急に発注する必要があるため、対応可能か
つ内容に精通している業者を選定した。

2 教育総務課

京都府福知山市昭和新町111

株式会社日匠設計
代表取締役　森田恭介

木津中学校ほか体育館空調設
備整備等工事設計業務
6-教委-14

建築コンサ
ルタント

中学校体育館の空調設備設
置、照明LED化の設計業務

令和6年8月26日
～

令和7年3月31日
11,550,000 11,550,000

①地方自治法施行令第167条の2第1項第6号及び第
8号により随意契約とする。
②木津川市立中学校体育館空調設備整備等工事設
計業務の入札を実施したが入札中止となり、分割
して発注する業務である。建築設計の市入札参加
有資格者に意向確認を行い受注可能との回答があ
り、また「木津人権センター・木津児童館解体及
び新築工事設計業務」の受注者であり、本業務を
確実かつ円滑に進めることが可能であるため選定
した。

3 教育総務課

京都府京都市北区北野下白梅
町80番地

株式会社萩本建築設計事務所
代表取締役　萩本　暁

木津第二中学校体育館空調設
備整備等工事設計業務
6-教委-15

建築コンサ
ルタント

中学校体育館の空調設備設
置、照明LED化の設計業務

令和6年8月26日
～

令和7年3月31日
4,435,200 4,435,200

①地方自治法施行令第167条の2第1項第6号及び第
8号により随意契約とする。
②木津川市立中学校体育館空調設備整備等工事設
計業務の入札を実施したが入札中止となり、分割
して発注する業務である。建築設計の市入札参加
有資格者に意向確認を行い受注可能との回答があ
り、また「北団地建替基本設計業務」の受注者で
あり、本業務を確実かつ円滑に進めることが可能
であるため選定した。

4 教育総務課

京都府京都市山科区御陵大津
畑町43番地22タウンズホワイ
ト1F

企業組合　一級建築士事務所
ひと・まち設計
代表理事　梅山　宏

泉川中学校体育館空調設備整
備等工事設計業務
6-教委-16

建築コンサ
ルタント

中学校体育館の空調設備設
置、照明LED化の設計業務

令和6年8月26日
～

令和7年3月31日
3,699,960 3,699,960

①地方自治法施行令第167条の2第1項第6号及び第
8号により随意契約とする。
②木津川市立中学校体育館空調設備整備等工事設
計業務の入札を実施したが入札中止となり、分割
して発注する業務である。建築設計の市入札参加
有資格者に意向確認を行い受注可能との回答があ
り、また「加茂・山城文化センター特定天井脱落
防止対策改修工事基本計画・基本設計業務」の受
注者であり、本業務を確実かつ円滑に進めること
が可能であるため選定した。

5 教育総務課

京都府京都市中京区壬生花井
町23番地柴ビル4階

株式会社みやこ設備設計
代表取締役　室谷　章二

木津川市立小学校体育館照明
LED化改修工事設計業務
6-教委-17

建築コンサ
ルタント

小学校体育館の照明LED化の
設計業務

令和6年8月27日
～

令和7年3月31日
15,950,000 15,950,000

①地方自治法施行令第167条の2第1項第6号及び第
8号により随意契約とする。
②木津川市立小学校体育館照明LED化改修工事設
計業務の入札公告を実施したが申請者がなく、不
調となった。建築設計の市入札参加有資格者に事
情聴取を行い受注可能との回答があり、本業務を
確実かつ円滑に進めることが可能であるため選定
した。

別記様式第６号（第３条関係）

令和６年度　随意契約結果＜教育部＞

番号 担当課 種　　別 工期又は履行等期限 契約金額 予定価格
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（令和７年３月３１日現在）

契約の相手方 契約の名称（工事・ 概要 随意契約とした理由及び

（住所、会社名、代表者） 業務名等）及び番号 (工事・業務等概要） 契約の相手方の選定理由

6 教育総務課

京都府木津川市山城町上狛巽
町51番地

京阪奈電気工事株式会社
代表取締役　久米明剛

上狛小学校本館・体育館放送
設備更新工事
6-教-11

電気 放送設備の更新工事
令和6年11月13日

～
令和7年1月31日

3,036,000 3,036,000

①地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により
随意契約とする。
②学校現場を熟知し、工事内容にも精通している
ことから選定した。

7 学校教育課 京都府教科図書販売株式会社
小学校教職員用教科書及び指
導書【木津・山城】

物品
小学校の教職員用教科書・
指導書を必要分購入するも
の

令和7年3月1日
～

令和7年3月31日
2,767,753円 2,767,753円

教科書・指導書については販売業者が地域ごとに
指定されているため、随意契約となった。

8 社会教育課

大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-
43あべのハルカス30Ｆ

東芝エレベータ（株）関西支
社
常務支社長　松下　徳文

東部交流会館エレベーター保
守点検業務
4-教社委-32

役務 施設の昇降機保守点検業務
令和6年4月1日

～
令和7年3月31日

646,800 646,800

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に
より随意契約とするもので、業者選定については
竣工当初から当該業務に携わり現場の状況等に精
通している保守点検業者を選定。

9 社会教育課

木津川市加茂町辻下垣外16番
地

当尾の郷会館管理運営委員会
会長　前田　義之

当尾の郷会館管理運営業務
6-教社委-51

役務 施設の管理運営業務
令和6年4月1日

～
令和7年3月31日

2,248,200 2,248,200

①地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号
の規定による。
②地元地域で管理運営をしてもらうことで、今後
の拠点づくりに繋がるものと考えるため、当尾の
郷会館管理運営委員会と契約した。

10 社会教育課

木津川市木津宮ノ堀149番地

一般社団法人木津川市文化芸
術協会
代表理事　生田　幸広

東部交流会館利用受付等業務
6-教社委-40

役務
東部交流会館の窓口、予約
等業務

令和6年4月1日
～

令和7年3月31日
4,020,479 4,020,479

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に
より随意契約とするもので、市の社会教育施設の
利用状況や施策に精通しており、より利用者目線
にたった円滑な業務を進めることができるため契
約を締結した。

別記様式第６号（第３条関係）

令和６年度　随意契約結果＜教育部＞

番号 担当課 種　　別 工期又は履行等期限 契約金額 予定価格

2／7ページ



（令和７年３月３１日現在）

契約の相手方 契約の名称（工事・ 概要 随意契約とした理由及び

（住所、会社名、代表者） 業務名等）及び番号 (工事・業務等概要） 契約の相手方の選定理由

11 社会教育課

木津川市木津宮ノ堀149番地

一般社団法人木津川市文化芸
術協会
代表理事　生田　幸広

生涯学習講座・市民講座開設
業務
6-教社委-41

役務
生涯学習講座・市民講座の
開設業務

令和6年4月1日
～

令和7年3月31日
4,105,238 4,105,238

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に
より随意契約とするもので、市の社会教育施設の
施策や文化活動に精通しており、より利用者目線
にたった円滑な業務を進めることができるため契
約を締結した。

12 社会教育課

京都府木津川市木津駅前一丁
目22番地

株式会社　みつはし
代表取締役　光橋　通信

木津川市立図書館図書購入
物品 市立図書館の図書購入

令和6年4月1日
～

令和6年5月31日

書籍定価に
５％相当額
を加えた額

2,144,000
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号に
より随意契約とするもので、昨年度の図書納入業
者と同様の契約内容で契約を締結した。

13 社会教育課

大阪府大阪市中央区城見一丁
目4番地24号

ＮＥＣネクサソリューション
ズ(株)
関西支社長　伊藤　幸夫

図書館システム賃借料 物品 木津川市立図書館更新業務

令和6年4月1日～
令和7年3月31日

 （令和6年3月1日～
　　令和11年2月29日）

7,933,200 7,933,200
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に
より随意契約とするもので、プロポーザル方式に
より業者選定を行い、契約を締結した。

14 社会教育課

京都府木津川市木津田中前40
番地1木津川市スポーツセン
ター内

一般社団法人木津川市スポー
ツ協会
代表理事　市川　孝司

木津川市民スポーツセンター
受付委託業務
6-教社委-15

役務
スポーツセンターの開閉
館、窓口、予約、環境維持
業務

令和6年4月1日
～

令和7年3月31日
3,181,075 3,181,075

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に
より随意契約とするもので、市の社会体育施設の
利用状況や施策に精通しており、より利用者目線
にたった円滑な業務を進めることができるため契
約を締結した。

15 社会教育課

埼玉県さいたま市浦和区仲町1
丁目12番1号

日本環境マネジメント株式会
社
代表取締役　片山　安茂

運動施設等受付業務委託
６-教社委-16

役務
社会体育施設及び加茂青少
年センターの利用申請の受
付業務

令和6年4月1日
～

令和7年3月31日
1,100,000 1,100,000

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に
より随意契約とするもので、加茂文化センター等
受付業務を行う施設の指定管理者であり、市の社
会教育施設の利用状況や施策に精通しており、円
滑な業務を進めることができるため契約を締結し
た。

別記様式第６号（第３条関係）

令和６年度　随意契約結果＜教育部＞

番号 担当課 種　　別 工期又は履行等期限 契約金額 予定価格
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（令和７年３月３１日現在）

契約の相手方 契約の名称（工事・ 概要 随意契約とした理由及び

（住所、会社名、代表者） 業務名等）及び番号 (工事・業務等概要） 契約の相手方の選定理由

16 社会教育課

京都府木津川市木津田中前40
番地1木津川市スポーツセン
ター内

一般社団法人木津川市スポー
ツ協会
代表理事　市川　孝司

加茂グラウンド除草及び蔦刈
り業務
6-教社委-23

役務 社会体育施設の除草等業務
令和6年4月1日

～
令和7年3月31日

734,800 808,280

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号に
より、当該施設が除草の必要な状態で利用者の安
全等を保つため緊急の必要により随意契約とする
もので、市の社会体育施設の利用状況や施策に精
通しており、より利用者目線にたった円滑な業務
を進めることができるため契約を締結した。

17 社会教育課

京都市中京区二条通り高倉東
入観音町72-1番地

和光建物総合管理株式会社
代表取締役　矢口　満子

山城総合文化センター舞台排
煙窓修繕工事
6-教社-10

設備

排煙設備
駆動部サブアッツー交換
６台
基盤本体アッシー交換
６台

令和6年5月10日
～

令和6年11月30日
1,980,000 1,980,000

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号に
より、建築基準法第１２条第１項の規定による点
検で指摘された排煙設備不備の緊急対応として、
指定管理者が建物の維持管理を委託している業者
と契約を締結した。

18 社会教育課

木津川市木津町西垣外32-2番
地

木津上下水道事業組合
代表理事　佐々木　孝夫

西部交流会館トイレ改修工事
6-教社-11

設備

和式トイレの洋式化

２階　男子トイレ　１基
２階　女子トイレ　１基
ウォシュレット　　２台
既設便器撤去　　　３基
トイレブース加工２箇所

令和6年5月27日
～

令和6年8月30日
2,827,000 2,827,000

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号に
より、緊急工事として「令和５年度緊急工事発注
の取り扱いについて」の決裁により、契約を締結
した

19 社会教育課

大阪市北区池田町1番43号三精
ビル

三精工事サービス株式会社
代表取締役社長　畑中　祐介

加茂文化センター舞台吊物改
修工事
6-教社-8

設備

舞台吊物部品等の交換
袖幕・一門字幕・バック
幕・ホリゾント幕・天井反
射板・客席ライト各巻き上
げマシン交換

令和6年6月28日
～

令和7年3月31日
19,140,000 20,108,000

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に
より随意契約とするもので、複数の舞台吊物設備
専門業者から見積徴取を行い、契約を締結した。

20 社会教育課

京都市中京区二条通り高倉東
入観音町72-1番地

和光建物総合管理株式会社
代表取締役　矢口　満子

山城総合文化センター誘導灯
更新工事
6-教社-21

設備

消防用設備等の交換
非常照明器具　２１台
信号装置　　　　２台
非常口表示板　２１枚

令和6年7月31日
～

令和6年9月30日
2,090,000 2,090,000

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号に
より、消防法に基づく消防用設備など点検で指摘
された施設誘導灯の緊急対応として、指定管理者
が建物の維持管理を委託している業者と契約を締
結した。

別記様式第６号（第３条関係）

令和６年度　随意契約結果＜教育部＞

番号 担当課 種　　別 工期又は履行等期限 契約金額 予定価格
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（令和７年３月３１日現在）

契約の相手方 契約の名称（工事・ 概要 随意契約とした理由及び

（住所、会社名、代表者） 業務名等）及び番号 (工事・業務等概要） 契約の相手方の選定理由

21 社会教育課

京都市北区北野下白梅町80番
地

株式会社萩本建築設計事務所
代表取締役　萩本　暁

中央交流会館改修工事監理業
務
6-教社-55

役務
建築・電気・設備改修工事
の現場監理業務　一式

令和6年6月28日
～

令和7年3月21日
6,842,000 7,279,000

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の
規定により、令和４年７月８日に契約した中央交
流会館改修工事設計業者が、本工事の設計内容に
精通しており設計意匠の伝達や設計変更等の業務
に対応できる者であるため随意契約とする。

22 社会教育課

京都市山科区御陵大津畑町43
番地22タウンズホワイト１F

企業組合一級建築士事務所ひ
とまち設計
代表理事　梅山　宏

加茂・山城文化センター空調
設備・照明設備・特定天井改
修工事実施設計業務
6-教委社-60

役務

加茂文化センター及び山城
総合文化センターの
空調設備改修工事設計 一式
照明設備改修工事設計 一式
特定天井改修工事設計 一式

令和6年9月20日
～

令和7年3月31日
10,010,000 12,558,000

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号の
規定による。空調設備改修の設計が急遽必要と
なった為、本業務の基本設計業務を委託している
業者に見積徴取を行い随意契約を締結した。

23 文化財保護課

木津川市加茂町例幣登垣内24

瓶原まちづくり協議会
会長　松本　雅史

くにのみや学習館管理業務
6-教文委-2

委託
くにのみや学習館の清掃・
管理業務

令和6年4月1日
～

令和7年3月31日
519,000 519,000

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
市の政策目的（歴史的文化遺産を保全活用する）
を達成するための地域住民で構成された団体に委
託するもの

24 文化財保護課

木津川市加茂町例幣登垣内24

瓶原まちづくり協議会
会長　松本　雅史

史跡恭仁宮跡(山城国分寺跡)
施設等の維持管理業務
6-教文委-5

委託
史跡恭仁宮跡（山城国分寺
跡）の清掃・維持管理除草
業務

令和6年4月1日
～

令和7年3月31日
1,719,000 1,719,000

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
市の政策目的（歴史的文化遺産を保全活用する）
を達成するための地域住民で構成された団体に委
託するもの

25 文化財保護課

西宮市すみれ台3-1

有限会社 太田ジオリサーチ
代表取締役　美馬健二

史跡椿井大塚山古墳防災施設
整備(地点3)詳細設計業務
6-教文委-8

委託
史跡椿井大塚山古墳防災施
設整備の詳細設計作成業務

令和6年4月25日
～

令和7年3月31日
1,287,000 1,287,000

地方自治法施行令第167条の2第1項第7号
史跡椿井大塚山古墳防災施設整備全体計画作成を
受託した業者であり、全体計画データを所有し現
場に熟知しており、随時契約とすることで、安価
に設計を行うことができるため。

別記様式第６号（第３条関係）

令和６年度　随意契約結果＜教育部＞

番号 担当課 種　　別 工期又は履行等期限 契約金額 予定価格
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26 文化財保護課

宇治市木幡南山12-139

やましろ文化財株式会社
代表取締役　石山　淳

木津川市内遺跡発掘調査土砂
掘削業務委託
6-教文委-10

委託
市内遺跡開発に伴う試掘確
認調査の土砂掘削業務

令和6年4月24日
～

令和7年3月31日
2,002,531 2,310,000

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
5社の見積徴取により最も安価な業者を選定した
もの

27 文化財保護課

木津川市加茂町例幣登垣内24

瓶原まちづくり協議会
会長　松本　雅史

加茂地域文化財保護課管理地
除草業務委託
6-教文委-13

委託
史跡恭仁宮跡（山城国分寺
跡）の除草業務

令和6年6月1日
～

令和6年11月30日
5,180,272 5,580,800

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
市の政策目的（歴史的文化遺産を保全活用する）
を達成するための地域住民で構成された団体に委
託するもの

28 文化財保護課

大阪市中央区北浜1丁目1番21
号

株式会社都市景観設計
代表取締役　奥村信一

史跡恭仁宮跡保存活用計画図
面等編集作成業務委託
6-教文委-11

委託
史跡恭仁宮跡保存活用計画
図面等の編集作成業務

令和6年5月8日
～

令和7年3月31日
2,497,000 2,508,000

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
性質又は目的が競争入札に適しない物品の製造、
加工であるため。

29 文化財保護課

和歌山県紀の川市桃山町市場
547-8

チリ化成株式会社
代表取締役　小川　量也

遺跡公園等施設点検等業務委
託
6-教文委-19

委託
文化財保護課所管都市公園
の遊具等点検業務

令和6年7月12日
～

令和6年10月31日
587,400 632,500

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号
管理課及び社会教育課所管施設の本年度遊具等点
検の受託者であり、有利な条件で受託できるた
め。

30 文化財保護課

木津川市相楽神後原30-24-201

株式会社KEISIN京都営業所
所長　若林　建一

旧山城学校給食センター改修
工事基本計画基本設計業務
6-教文委—18

委託

旧山城学校給食センターを
文化財管理施設へ転用する
ための基本計画・基本設計
業務

令和6年7月18日
〜

令和7年3月31日
2,134,000 2,141,700

地方自治法施行令第167条の2第1項第8号
競争入札に付し不落（不調）随契。

別記様式第６号（第３条関係）

令和６年度　随意契約結果＜教育部＞
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31 文化財保護課

京都市中京区三条通烏丸西入
御倉町85番地1

富士フイルムビジネスイノ
ベーションジャパン株式会社
京都支社長　山口　渉

文化財端末機器購入
6-教文整-2

物品
文化財データ処理用パソコ
ン3台の購入

令和6年12月6日
～

令和7年1月31日
923,670 1,269,730

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
機器仕様が特殊であり競争入札に適しなかったた
め、市入札登録業者2社の見積徴取により業者を
決定した。

別記様式第６号（第３条関係）

令和６年度　随意契約結果＜教育部＞

番号 担当課 種　　別 工期又は履行等期限 契約金額 予定価格
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